
県内企業の９９.９％を占める中小企業への
支援を強めよ 
○小規模業者も直接受注できる工事を優先すべき
・土木建築工事業者の格付けＡＢＣＤで一番小規模のＤランクの業者が半数以上を占め、ＣＤランクを
合わせると７割を越える 
・ＣＤランクの業者が直接受注できる工事は、県道の維持補修、河川の寄洲の除去、崖地・法面の補
修、学校施設の老朽箇所の補修やトイレの改善、県営住宅の整備など、数百万円から数千万円の事
業費で、県民の暮らしに密着した工事。 

○住宅リフォーム助成制度を創設すべき 
・全国４３都道府県で独自の住宅リフォーム等の事業を実施 
・地元業者の仕事を増やし、経済波及効果が大きい 



　この４月から、国民健康保険の財政、財布を県が握ることになり
ます。それによって、心配されるのが、国保税の引き上げと、厳しい
取り立てです。
　今回は値上げをせずに様子をみるとしている市町村を含め、２０
１９年度以降の値上げがとても心配されます。 

 
　高すぎる国保税がこれ以上上がらないように、県も市町村ととも
に努力し、独自の財政支援を行うべきと要求しました。

 
 　独自の支援は行わないと答えました。

　今、学校の先生方の多忙化が大きな問題となっています。文部科学省も、「学校における働き方改革」の方針を示し、県教育委員会も「学
校における業務改善方針」を作りました。 
　教師にとって、子どもたちがわかる授業をしたい、子どもたちが面白いと思える授業をしたいというのは、一番の願いです。しかし、他の業
務に忙しく、授業準備に充てる時間が取れない、やろうとすれば、学校に遅くまで残ってやるか、家に持ち帰ってやるしかないのが現状です。 
 
　このように、国も県も改善に向けてあゆみを始めたことは評価するが、一番必要な教員数の抜本的な増員が抜け落ちており、不十分だと
指摘しました。
　県教育委員会が、国へ教員の定数増を求めるのと合わせて、県が独自に、少人数学級を進めることや、教員の授業の持ち時間を減らして、
先生たちが子どもたちに向き合い、十分な授業準備ができるよう、教員の定数を増員することを強く要望しました。 


